
平成２９年４月１１日

クラブ代表者 各位

岐阜県レディースバドミントン連盟事務局

岐阜県レディースバドミントン連盟追加登録方法について

Ⅰ．提出書類

１．岐阜県レディースバドミントン連盟追加登録申込書 ・・・ データにて提出

  ※県レディース登録には、岐阜県バドミントン協会・（公財）日本バドミントン協会及び

日本レディースバドミントン連盟への登録も含まれます。

※岐阜県レディース連盟ＨＰより追加登録申込書をダウンロードしてください。                                

   

Ⅱ．作業内容    

１．所定の追加登録申込書に必要事項を入力する。

２．(公財)日本バドミントン協会未登録者は登録番号の入力は不要。

３．日本レディースバドミントン連盟登録番号は、クラブ名簿の最終登録番号に連番とする。

４．必要事項は漏れ無く記入する。（氏名、フリガナ、〒、生年月日、審判資格、指導者資格、経験有無）

※取得資格に関することは必ず本人に確認の上記載すること。                                      

１) 生年月日は西暦で入力する。 (例 １９５５/０１/０１)

※年齢欄は入力不要(生年月日を正しく入力すれば年齢が入力される)

２) 指導者資格（１～４）は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者資格を数字で記載

  ※１:上級コーチ  ２:コーチ  ３:上級指導員  ４：指導員

３) 経験の有無について

未経験者とは

(１) 社会人になってからバドミントンを始めた者(授業でのバドミントン経験は不問)

(２) レディース連盟加盟以前に他の連盟活動経験を有するが上記(１)に該当する者

（大会出場に際し、未経験者の定義に違反した場合には失格となります）

Ⅲ．登録料について

     個人登録料  年間   １人  ４，３００円

   内 訳  岐阜県バドミントン協会登録金（日バ登録含む）       ２，３００円

岐阜県レディースバドミントン連盟登録金（日レ登録含む） ２，０００円

      振込先  郵便口座 ００８４０－４－９３７０４

名 称 岐阜県レディースバドミントン連盟

※振込用紙備考欄に振込内訳を記入すること。

Ⅳ．登録書送付先

     担当者 岐阜県レディースバドミントン連盟 総務副委員長  髙橋 郁子

         E-mail アドレス  qqfm3tb9k@wonder.ocn.ne.jp

Ⅴ．その他                                               

１．新規登録者へは、(公財)日本バドミントン協会会員証が届き次第本人あて送付する。

２．クラブ長へは追加登録者を含めた新しい名簿を送付する。

３．領収書は発行しないので振込票控えを保管のこと。

４．一般登録者でも、年度途中でのレディース連盟への登録変更は可能です。

（県レディース連盟個人登録金２，０００円が必要）



平成 29 年度　岐阜県レディースバドミントン連盟　　追加登録申込書 （データで提出）

　岐阜県レディースバドミントン連盟

　　　　　会　長　　尾　崎　喜代子　殿

当クラブは、下記登録料並びに会員名簿を添え追加登録を行います。

個人登録料　〔＠　 2,３00 円　　×  名 〕 ＝ 円

（ ）

個人登録料　〔＠　 2,000 円　　×  名 〕 ＝ 円

（ ） 円

　追加登録会員名簿

審判
資格

指導者
資格

経験

1.2.3 1.2.3.4 有・無 4/1 12/31

※日本バドミントン協会未登録者は入力不要

上記の登録料を 月 日に振り込みました。

３．納入日

申込み責任者

生年月日
（西暦）

年　齢
(2017) 郵便番号 住     所 ＴＥＬ

(２)岐阜県レディースバドミントン連盟

日本レディースバドミントン連盟
個人登録料＠100円を含む 合 計

日本バドミントン協会
個人登録料＠1,000円を含む

１．クラブ名 　

２．納入金額

(１)岐阜県バドミントン協会

日本
バドミントン協会

登録番号
クラブ名 № 氏　名 フリガナ

クラブ
代表者

は１

日本ﾚﾃﾞｨｰｽ
役職名

日本協
会登録
者は 2

日本
レディース連盟

登録番号


